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《
紹
　
　
介
》

　
櫻
井
光
堂

　
　
『
古
代
日
本
領
土
の
起
原
ー
日
本
領
土
の
発
祥
的
形
態

　
　
に
関
す
る
研
究
ー
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
有
堂
、
一
九
九
六
年
、
”
㎜
＋
七
一
〇
頁

齋
　
藤

洋

一
　
本
書
は
、
著
者
が
東
北
大
学
に
提
出
し
た
法
学
博
士
学
位
請
求
論

文
（
主
査
は
服
藤
弘
司
博
士
）
に
、
そ
の
後
の
研
究
成
果
を
加
え
て
公

刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
著
者
は
本
書
を
も
っ
て
「
法
地
誌

学
」
を
提
唱
し
て
い
る
。

　
文
献
紹
介
と
い
う
と
、
新
刊
書
を
扱
う
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
十
二
年
前
に
出
版
さ
れ
た
本
書
を
取
り
上
げ
る
に

は
、
理
由
が
あ
る
。

　
第
一
に
、
本
書
を
完
読
す
る
に
は
、
そ
の
分
量
と
内
容
か
ら
非
常
に

長
い
時
間
を
要
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
本
書
の
内
容
が
時
を
経

て
も
槌
せ
る
こ
と
な
く
独
創
性
を
保
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三

に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
が
書
評
も
し
く
は
紹
介
さ
れ
た
形

跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
書

が
紹
介
の
価
値
を
有
さ
な
い
と
い
う
よ
う
な
理
由
で
は
な
く
、
後
述
す

る
よ
う
な
内
容
に
つ
い
て
、
多
く
の
国
際
法
学
者
が
興
味
を
示
し
て
い

な
い
か
ら
と
い
う
の
が
、
原
因
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
と
学
術

的
な
価
値
は
無
関
係
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
本
書
の
大
部
の
内
容
を
全
て
扱
う
こ
と
は
紙
幅
の
関
係

で
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
特
徴
が
最
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
事
項
を
中

心
に
、
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
ま
ず
本
書
の
著
者
の
櫻
井
光
堂
（
さ
く
ら
い
こ
う
ど
う
）
は
、

一
九
一
五
年
に
山
口
県
宇
部
市
に
生
ま
れ
、
一
九
四
一
年
に
東
京
帝
國

大
学
文
学
部
（
国
文
）
を
卒
業
後
、
法
学
部
に
編
入
し
、
一
九
四
四
年

に
東
京
帝
國
大
学
法
学
部
（
政
治
）
を
卒
業
。
そ
の
後
、
外
務
省
条
約

局
に
勤
務
す
る
も
、
お
よ
そ
一
年
で
退
職
し
、
学
究
の
道
に
入
る
。
九

州
大
学
大
学
院
研
究
生
（
給
付
）
を
終
了
後
、
北
九
州
大
学
、
麗
澤
大

学
、
国
士
館
大
学
を
経
て
駒
澤
大
学
法
学
部
に
移
り
、
一
九
六
六
年
に

駒
澤
大
学
法
学
部
教
授
、
一
九
七
六
年
に
同
大
学
大
学
院
教
授
、
同
年

に
東
北
大
学
か
ら
法
学
博
士
を
授
与
さ
れ
、
一
九
九
一
年
に
退
職
、
名

誉
教
授
と
な
る
。

　
主
要
な
著
書
は
、
『
国
際
文
化
政
策
』
（
誠
信
書
房
）
、
『
日
本
の
文
化

政
策
』
（
錦
正
社
）
、
『
改
訂
国
際
法
』
（
有
信
堂
）
、
『
古
事
記
の
研
究
』

（
評
論
社
）
、
『
古
代
日
本
の
領
土
』
（
公
論
者
）
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
ほ

か
に
も
世
界
書
院
や
秋
田
書
店
か
ら
古
事
記
に
関
す
る
研
究
書
を
公
刊

し
て
い
る
。

　
著
者
が
国
文
出
身
ゆ
え
に
、
法
学
部
出
身
者
と
は
異
な
る
視
点
を

も
っ
た
研
究
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
ろ
う
。

三
　
本
書
の
紹
介
に
入
る
前
に
、
全
体
像
を
示
す
た
め
、
目
次
を
掲
げ

る
こ
と
に
す
る
。
通
常
の
紹
介
で
は
目
次
を
す
べ
て
記
載
す
る
こ
と
は
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し
な
い
が
、
本
書
の
場
合
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
ス
ケ
ー
ル

の
大
き
さ
と
詳
細
な
内
容
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
ま

た
、
本
書
の
す
べ
て
を
紹
介
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
目
次
か
ら
そ
の
ほ
か

の
内
容
を
読
み
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
は
し
が
き

第
一
部
　
領
土
画
定
篇

　
第
一
章
　
古
代
領
土
の
構
成

　
　
一
　
柳
田
国
男
の
卓
見
と
そ
の
限
界
点

　
　
　
－
　
国
境
明
示
手
段
と
し
て
の
矢
立
峠
と
『
地
名
の
研
究
』

　
　
　
2
　
日
本
の
地
名
由
来
の
複
雑
難
解
性
と
原
因

　
　
　
3
　
柳
田
国
男
に
よ
る
「
矢
立
峠
」
の
分
析

　
　
二
　
古
代
文
献
に
よ
ら
な
い
先
史
時
代
の
領
土
の
探
究

　
　
　
－
　
法
学
的
角
度
か
ら
の
法
則
性
の
探
究

　
　
　
2
　
地
名
学
と
の
関
係

　
　
　
3
　
国
境
明
示
地
名
と
関
連
的
諸
現
象
の
体
系
化

　
　
三
　
領
土
構
成
の
あ
と
づ
け

　
　
　
1
　
古
代
日
本
の
社
会
生
活
に
お
け
る
基
本
的
パ
タ
ー
ン

　
　
　
2
　
領
域
明
示
の
諸
原
則

　
　
　
3
　
全
国
的
領
土
構
成
の
大
要

　
第
二
章
　
古
代
無
文
字
時
代
の
領
土
表
示
の
体
系

　
　
一
　
国
家
群
の
組
む
こ
と
に
よ
る
連
合
と
統
治
の
し
か
た

　
　
　
1
　
総
説
1
と
く
に
統
治
権
力
と
聖
火
信
仰
制
度
と
の
関
係
1

　
　
2
　
国
家
統
治
作
用
と
山
岳
宗
教
お
よ
び
そ
の
他
の
部
族
宗
教

　
　
　
　
と
の
結
合

　
　
3
　
領
域
設
定
行
為
に
み
ら
れ
る
統
治
権
力
の
物
的
表
示
体
系

　
二
　
現
行
都
道
府
県
別
に
よ
る
和
人
諸
国
の
古
代
の
領
土
権
表
示

　
　
　
の
態
様

　
　
1
　
千
島
・
北
海
道
・
東
北
地
方

　
　
2
　
関
東
・
中
部
北
陸
・
近
畿
地
方

　
　
3
　
中
国
・
四
国
地
方

　
　
4
　
九
州
・
沖
縄
地
方

　
付
　
各
都
道
府
県
別
解
説

第
三
章
　
統
治
権
の
表
示
と
国
境
の
画
定

　
は
じ
め
に
1
古
代
国
家
の
統
治
法
と
山
岳
宗
教
と
の
結
合
に
よ
る

　
　
　
　
　
国
見
山
そ
の
他
の
観
念
の
発
見
1

　
　
1
　
日
本
書
紀
の
国
見
山
の
記
事
と
国
見
山
の
公
法
上
の
地
位

　
　
2
　
国
見
山
以
外
の
統
治
法
上
の
諸
観
念
と
そ
の
表
示
体
系
の

　
　
　
　
展
開

　
一
　
九
州
に
お
け
る
熊
・
曽
国
家
連
合
体
の
領
土
範
囲
と
統
治
権

　
　
　
の
表
示
（
沖
縄
を
含
む
）

　
　
1
　
熊
曽
の
特
殊
性

　
　
2
　
ク
マ
ソ
連
合
国
家
集
団
の
三
行
政
区
の
統
治
権
表
示

　
二
　
豊
・
葦
原
ノ
国
の
領
土
範
囲
と
統
治
権
の
表
示
（
中
国
・
四

　
　
　
国
・
北
陸
）

　
　
1
　
豊
国
の
領
土

254



東洋法学　第52巻第2号（2009年3月）

　
2
　
領
土
内
の
各
国
の
統
治
権
表
示

　
3
　
葦
原
の
中
ツ
国
（
出
雲
地
方
政
治
権
力
体
・
連
合
国
家
）

三
　
土
着
和
人
の
中
央
政
治
権
力
体
の
領
土
範
囲
と
統
治
権
の
表

　
　
示

　
1
　
大
ヤ
マ
ト
中
央
権
力
国
家
の
構
成
支
分
国

　
2
　
構
成
各
国
の
統
治
権
の
表
示
体
系

四
　
「
イ
ワ
の
国
」
（
鉱
山
国
）
1
国
名
1
の
領
土
範
囲
と
統
治
権

　
　
の
表
示
（
旧
エ
ゾ
の
国
）

　
1
　
古
代
イ
ワ
の
国
の
領
土
範
囲
と
構
成
支
分
国

　
2
　
矢
筈
山
体
系
の
表
示

む
す
び
ー
八
大
原
則
の
展
開
ー

　
　
　
　
　
記
紀
の
相
互
関
連
性

　
第
五
章
　
小
国
家
連
合
体
の
領
土
規
定

　
　
　
2
　
書
紀
の
半
機
密
・
公
開
用
国
家
公
文
書
と
し
て
の
特
徴
と

　
　
三
　
解
読
法
の
発
見
と
神
代
設
定
の
理
由

　
　
　
1
　
解
読
法
の
発
見
と
迷
彩
擬
装
方
法
の
分
析

　
　
　
2
　
神
代
設
定
の
理
由

第
二
部
文
献
解
釈
篇
（
古
文
献
解
釈
に
よ
る
領
土
変
動
史
的
究
明
）

　
第
四
章
　
記
紀
の
秘
密
公
文
書
的
性
格

　
　
一
　
記
紀
の
信
懸
性

　
　
二
　
記
紀
の
機
密
公
文
書
的
性
格
の
ち
が
い

　
　
　
1
　
極
秘
国
家
機
密
公
文
書
と
し
て
の
古
事
記
の
特
徴

　
は
じ
め
に

　
一
　
記
紀
解
読
法
の
発
見
に
よ
る
新
し
い
意
味
体
系
の
出
現

　
　
1
　
新
し
い
解
読
法
の
発
見

　
　
2
　
か
く
れ
た
新
し
い
意
味
体
系
の
存
在
は
否
定
で
き
な
い

　
二
　
古
代
小
国
家
連
合
体
の
成
立
過
程

　
　
1
　
小
国
家
連
合
体
の
成
立
過
程

　
　
2
　
連
合
国
家
中
央
権
力
体
の
法
的
構
造

　
三
　
連
合
国
家
の
領
土
規
定

　
　
1
　
領
土
獲
得
戦
争
と
国
境
の
画
定

　
　
2
　
第
一
次
領
土
宣
言
と
八
行
政
管
区
の
創
設

　
　
3
　
第
二
次
領
土
編
入
宣
言
と
六
行
政
管
区
の
創
設

第
六
章
　
小
国
家
連
合
体
の
分
裂
と
盟
神
誓
約
（
条
約
）

　
は
じ
め
に

　
一
　
小
国
家
連
合
体
の
成
立
・
分
裂
・
内
戦
の
勃
発

　
　
1265437

記
紀
神
代
巻
の
記
載
事
項
の
順
序

国
家
連
合
の
成
立
と
領
土
支
配
権
の
宣
言
お
よ
び
国
号
と

主
都
の
決
定

連
合
国
家
と
し
て
の
中
央
権
力
機
構
の
設
置

政
府
各
省
庁
の
増
設
と
国
王
の
交
代

第
一
次
内
戦
の
勃
発
と
交
戦
当
事
国
の
編
成

豊
国
の
戦
争
の
た
め
の
体
制
の
強
化
と
王
子
・
王
女
の
派

遣
に
よ
る
連
合
国
家
の
分
治
と
権
力
の
分
与

王
位
継
承
問
題
の
発
生
と
三
貴
子
の
法
的
資
格
の
決
定
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二
　
連
合
の
復
活
と
盟
神
誓
約
の
締
結

　
　
－
　
盟
神
誓
約
の
当
事
国
お
よ
び
保
障
国
家

　
　
2
　
盟
神
誓
約
締
結
の
手
続
と
し
て
の
宇
気
比

　
　
3
　
盟
神
誓
約
（
条
約
）
の
内
容
－
八
箇
条
の
復
原
1

　
　
4
　
条
約
実
施
の
た
め
の
協
定
の
成
立
と
神
証
官
の
派
遣
お
よ

　
　
　
　
び
神
体
の
所
在

第
七
章
　
王
位
継
承
誓
約
の
争
い

　
は
じ
め
に

　
一
　
盟
神
誓
約
の
締
結

　
二
　
誓
約
へ
の
違
反
と
新
誓
約
の
締
結
な
ら
び
に
破
棄

　
三
　
国
家
統
治
権
の
譲
与
の
外
交
交
渉
と
対
等
合
併
条
約
の
成
立

　
　
1
　
国
譲
り
・
国
家
統
治
権
（
自
国
支
配
権
）
譲
与
の
外
交
交

　
　
　
　
渉

　
　
2
　
対
等
合
併
誓
約
の
成
立

　
四
　
合
併
条
約
の
効
力
に
関
す
る
紛
争
と
そ
の
決
着

第
八
章
　
出
雲
地
方
政
治
権
力
集
団
の
東
方
移
動

　
一
　
ス
サ
ノ
オ
王
室
の
正
系
王
統
譜
と
出
雲
地
方
政
治
権
力
集
団

　
　
　
（
国
家
）
の
東
方
移
動

　
　
－
　
四
国
と
九
州
に
対
す
る
領
有
権

　
　
2
　
本
土
帰
還
後
の
ス
サ
ノ
オ
の
領
土

　
　
3
　
ス
サ
ノ
オ
葦
原
の
中
津
国
国
王
の
王
統
と
政
権
集
団
の
東

　
　
　
　
方
へ
の
移
動

　
ニ
　
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
政
治
権
力
の
東
方
へ
の
大
移
動

　
　
ー
　
ス
サ
ノ
オ
系
の
王
統
の
資
格
と
権
利

　
　
2
　
大
国
主
大
王
の
王
統

　
　
　
ス
サ
ノ
オ
の
傍
系
王
統
の
発
展

　
　
　
古
代
日
本
の
領
土
資
料

　
　
　
柳
田
国
男
の
あ
げ
る
国
境
明
示
手
段
と
し
て
の
矢
立
峠
そ
の

　
　
　
他
の
地
名

　
　
　
記
紀
の
領
土
観
念
に
関
す
る
記
録

　
　
　
図
版
［
本
書
記
載
の
図
版
番
号
1
～
4
7
は
省
略
］

　
二

　
三

　
三

付
録

　
一

第
三
部

　
第
九
章

　
　
領
土
祖
型
篇

　
　
　
周
防
長
門
二
国
（
山
口
県
）
の
神
砥
統
治
社
会
（
原
始
小

　
　
　
国
家
群
）
の
分
布
構
造
の
解
明

　
　
周
防
お
よ
び
長
門
の
国
の
国
名
の
由
来
と
そ
の
成
立
事
情

　
　
（
イ
）
熊
毛
郡
お
よ
び
玖
珂
郡

　
　
（
ロ
）
大
島
郡

　
　
（
ハ
）
都
怒
の
国
（
都
濃
郡
・
佐
波
郡
・
吉
敷
郡
）

　
1
　
領
土
権
帰
属
の
表
示
形
態
の
概
観

　
1
　
成
立
過
程

　
2
　
周
防
国
お
よ
び
長
門
国
の
語
義

二
　
周
防
の
国
の
領
土
権
の
態
様
と
神
砥
統
治
社
会

　
1
　
領
土
権
帰
属
の
表
示
形
態
の
概
観

　
2
　
各
地
区
の
帰
属
表
示

三
　
長
門
の
国
の
領
土
権
の
態
様
と
神
砥
統
治
社
会
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（
イ
）
矢
櫃
山
と
矢
櫃

　
　
　
（
ロ
）
矢
櫃
統
治
権
放
射
範
囲
の
矢
止
メ
表
示
そ
の
他

　
　
　
（
ハ
）
部
族
連
合
守
護
山
岳
と
国
見
山
お
よ
び
各
部
族
守
護

　
　
　
　
　
山
岳

　
　
2
　
各
地
区
の
帰
属
表
示

　
　
　
（
イ
）
阿
武
・
大
津
（
二
郡
）

　
　
　
　
a
　
阿
武
郡
の
神
砥
宗
教
統
治
社
会

　
　
　
　
b
　
大
津
郡
の
神
砥
宗
教
統
治
社
会

　
　
　
（
ロ
）
美
祢
・
厚
狭
・
豊
浦
（
三
郡
）

　
　
　
　
a
　
美
祢
郡
の
神
砥
統
治
生
活
社
会
（
神
砥
圏
）

　
　
　
　
b
　
厚
狭
郡
の
神
砥
統
治
生
活
社
会
（
神
砥
統
治
圏
）

　
　
　
　
c
　
豊
浦
の
神
砥
統
治
生
活
社
会

　
　
　
（
ハ
）
長
門
の
国
の
連
合
的
構
造
の
要
領

第
十
章
　
結
論
古
代
神
砥
統
治
社
会
の
領
土
祖
型
の
構
造
の
解
明

　
　
　
　
1
そ
の
成
立
の
基
盤
と
連
合
の
形
式
ー

　
一
　
日
本
原
始
国
家
群
の
領
土
祖
型
の
究
明

　
　
（
1
）
領
土
の
画
定
方
式
の
発
見

　
　
（
2
）
文
献
の
解
釈

　
　
（
3
）
周
防
・
長
門
二
国
の
分
析
と
方
法
お
よ
び
結
果

　
　
（
4
）
他
の
挙
証
例
と
し
て
の
仙
台
お
よ
び
東
京
の
古
代
神
砥

　
　
　
　
統
治
社
会

　
二
　
神
砥
統
治
社
会
の
連
合
の
形
式

　
　
（
1
）
周
防
の
国
の
連
合
形
式

　
（
2
）
長
門
の
国
の
連
合
形
式

　
（
3
）
縮
小
細
分
化
形
式
の
連
合
と
拡
大
増
殖
形
式
の
連
合

　
（
4
）
連
合
体
の
中
心
的
結
合
者

　
（
5
）
神
砥
統
治
社
会
の
発
展
の
段
階
－
野
か
ら
国
へ
1

三
　
神
砥
統
治
社
会
成
立
の
基
盤

　
（
1
）
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
と
矢
筈
体
系

　
（
2
）
矢
筈
体
系
か
ら
国
見
体
系
へ
の
発
展

　
（
3
）
旧
国
々
体
制
の
成
立

　
（
4
）
呪
術
的
小
国
家
群
の
首
長
と
領
域
の
原
型

　
（
5
）
部
族
社
会
の
社
会
的
・
文
化
的
基
盤

四
　
む
す
び
の
こ
と
ば

続
編
　
古
代
日
本
の
領
土
の
起
原

　
　
　
ー
日
本
国
（
や
ま
と
）
成
立
に
先
行
す
る
倭
人
諸
国
領
土
の
変

　
　
　
動
過
程
－

　
第
一
章
　
日
本
列
島
に
お
け
る
国
家
の
領
域
の
分
合
と
得
喪

　
第
二
章
　
「
く
に
」
観
念
と
豊
国
の
発
展

　
第
三
章
　
長
門
国
と
阿
牟
国
と
豊
国
の
相
関
的
地
位

　
第
四
章
　
九
州
国
家
豊
国
の
三
段
階
の
本
州
へ
の
拡
大

四
　
著
者
が
本
書
を
執
筆
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
第
一
に
、

本
邦
も
少
な
く
と
も
二
千
年
の
歴
史
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
法
学
分
野
か
ら
の
無
文
字
時
代
研
究
が
ほ
と
ん
ど
見

当
た
ら
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
現
在
の
よ
う
な
国
境
も
し
く
は
国
家
の
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配
置
を
念
頭
に
置
く
よ
う
な
固
定
観
念
は
無
文
字
時
代
の
東
ア
ジ
ア
に

は
不
必
要
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
無
文
字
時
代
と
い
え
ど
も
何
ら
か

の
政
治
的
存
在
も
し
く
は
権
力
的
集
団
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
接

触
の
た
め
の
ル
ー
ル
（
現
代
で
い
え
ば
国
際
法
）
が
あ
っ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
日
本
全
国
に
わ
た
っ
て
各
地
域
の
土
地
の

名
称
（
山
・
谷
な
ど
の
名
称
）
に
同
一
の
又
は
極
め
て
類
似
し
た
名
称

が
非
常
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
疑
問
、
第
五
に
、
無
文
字

時
代
を
記
録
し
た
後
世
の
公
式
出
版
物
と
し
て
記
紀
（
古
事
記
・
日
本

書
紀
）
を
読
み
直
す
こ
と
の
有
益
性
、
以
上
が
著
者
の
中
で
渾
然
一
体

と
な
っ
て
表
出
し
た
結
果
が
本
書
に
記
さ
れ
た
研
究
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
部
の
領
土
画
定
篇
は
、
い
わ
ば
本
書
の
中
心
を
な
す
部
分

で
あ
る
。
無
文
字
時
代
の
領
土
分
割
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
手
段
が
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
第
一
部
は
右
記
の
第
四
の
点
に
直
接
関
連
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
各
地
に
矢
筈
・
矢
立
あ
る
い
は
御
岳
・
御
岳
山
、

六
国
山
・
三
国
山
・
国
見
山
な
ど
、
同
一
も
し
く
は
極
め
て
類
似
し
た

表
記
が
多
く
あ
り
、
ま
た
山
岳
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
平
・
小
平
あ
る
い

は
平
地
に
も
か
か
わ
ら
ず
丸
山
・
亀
山
な
ど
、
地
形
状
況
と
一
致
し
な

い
地
名
表
記
も
多
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
著
者
は
疑
問
を
持
ち
、
古

地
図
か
ら
現
代
の
地
図
ま
で
複
合
的
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
名
称
変

更
し
て
い
な
い
地
名
を
調
べ
た
。

　
一
例
を
あ
げ
る
と
異
な
る
部
族
が
争
い
合
い
、
一
時
休
戦
も
し
く
は

停
戦
を
行
う
場
合
（
停
戦
協
定
も
し
く
は
休
戦
協
定
）
、
小
平
と
い
う

名
称
を
当
該
境
界
地
域
ま
た
は
紛
争
地
域
に
付
け
、
あ
る
い
は
終
戦
ま

た
は
講
和
の
場
合
（
講
和
条
約
も
し
く
は
平
和
条
約
）
、
大
平
と
い
う

名
称
を
用
い
る
。
そ
し
て
平
和
が
取
り
戻
せ
た
こ
と
又
は
当
該
地
域
を

中
立
地
帯
に
す
る
と
い
う
証
と
し
て
祠
を
祭
っ
た
り
、
そ
れ
が
無
い
と

き
は
丸
山
・
亀
山
と
い
っ
た
平
和
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
名
称
を
付

す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
、
国
境
警
備
の
最
前
線
基
地

を
国
見
（
山
）
あ
る
い
は
三
国
山
・
六
国
山
な
ど
と
称
し
、
そ
こ
か
ら

矢
を
放
っ
て
届
い
た
地
点
を
矢
立
・
矢
筈
ま
た
は
大
倉
・
赤
倉
と
い
っ

た
「
行
き
止
ま
り
」
を
意
味
す
る
名
称
に
し
て
、
自
ら
の
勢
力
範
囲
を

示
す
よ
う
に
し
た
な
ど
で
あ
る
。

　
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
古
代
（
無
文
字
時
代
）
の
領
域
表
示
原
則
は

次
の
よ
う
な
八
原
則
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
い
う
。
（
二
十
六
～
二
十
八

頁
、
六
十
四
～
七
十
三
頁
）

　
第
一
原
則
　
矢
筈
山
な
ど
に
よ
る
国
境
線
に
基
づ
く
領
土
範
囲
の
表

示
（
烏
帽
子
岳
、
横
山
、
立
石
、
矢
立
な
ど
の
表
示
も
用
い
ら
れ
て
い

る
）

　
第
二
原
則
　
御
岳
・
五
十
鈴
川
な
ど
を
中
心
と
す
る
諸
施
設
の
表
示

（
神
域
を
含
み
、
小
国
家
の
内
部
的
措
置
の
原
型
）

　
第
三
原
則
　
高
見
山
宗
主
権
体
系
（
国
家
連
合
体
に
お
け
る
最
高
統

治
権
の
所
在
を
示
す
体
系
で
あ
り
、
各
地
域
の
首
都
に
命
名
す
る
こ
と

も
あ
り
、
例
え
ば
安
芸
国
見
（
備
後
）
、
周
防
国
見
、
高
千
穂
な
ど
が

あ
る
）

　
第
四
原
則
　
国
見
山
行
政
区
体
系
（
一
定
の
行
政
区
域
を
表
示
で
、

国
境
に
お
か
れ
る
場
合
と
国
内
に
お
か
れ
る
場
合
（
内
国
国
見
）
が
あ
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る
）　

第
五
原
則
多
辺
的
・
多
部
族
的
国
見
山
体
系
（
全
国
的
領
土
表
示

体
系
に
お
け
る
広
域
行
政
府
の
存
在
を
表
示
、
六
ヵ
国
ま
た
は
八
ヵ
国

を
統
括
す
る
広
域
行
政
府
の
存
在
を
示
す
）

　
第
六
原
則
　
三
国
山
お
よ
び
三
方
山
体
系
（
行
政
区
の
組
織
化
の
表

示
、
三
ヵ
国
を
一
単
位
と
す
る
制
度
を
示
す
）

　
第
七
原
則
　
中
立
地
帯
体
系
（
大
国
家
連
合
の
広
域
行
政
区
域
の
国

境
線
が
並
走
し
、
そ
の
中
間
に
不
可
侵
地
域
も
し
く
は
共
同
利
用
地
域

が
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
表
示
、
武
蔵
に
至
っ
て
両
神
の
名
称
が
付
さ
れ

て
い
る
）

　
第
八
原
則
　
種
族
・
部
族
山
体
系
（
種
族
部
族
の
守
護
山
の
設
定
に

よ
る
権
利
保
障
措
置
の
表
示
）

　
次
に
第
二
部
の
文
献
解
釈
篇
に
お
い
て
は
、
記
紀
（
古
事
記
・
日
本

書
紀
）
に
対
す
る
新
し
い
解
釈
（
法
学
的
解
釈
）
を
用
い
て
、
第
一
部

の
史
上
に
お
け
る
具
体
的
態
様
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
記
紀
が

勝
利
者
に
よ
る
歴
史
の
記
述
だ
と
し
て
も
、
領
土
表
示
等
の
一
種
の
技

術
的
・
法
的
表
現
形
態
は
ほ
と
ん
ど
変
化
を
受
け
な
い
と
著
者
は
考
え

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
そ
の
も
の
は
、
国
文
卒
と
い
う
著

者
独
自
の
発
想
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
時
に
法
学
部
の
み
で

育
っ
て
き
た
研
究
者
に
は
不
可
能
な
古
い
日
本
語
ま
た
は
漢
語
の
素
養

が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
と
も
い
え
よ
う
。

　
著
者
は
記
紀
に
お
け
る
記
述
方
法
の
特
色
と
し
て
、
国
名
の
単
純

化
、
具
象
性
、
連
結
的
羅
列
性
（
列
挙
性
）
を
挙
げ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
古
事
記
と
日
本
書
紀
と
で
は
記
述
に
若
干
の
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、

前
者
は
事
実
を
極
秘
形
式
で
記
述
し
、
後
者
は
公
表
し
得
る
法
的
事
実

と
し
て
大
和
朝
廷
が
容
認
し
得
る
事
実
の
み
を
容
認
し
得
る
範
囲
で
国

益
的
立
場
か
ら
公
開
記
録
し
た
、
と
著
者
は
い
う
。
し
か
し
同
時
に
、

そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
操
作
は
可
能
な
限
り
事
実
保
存
を
損
じ
な
い
限
度

で
行
わ
れ
た
と
解
釈
し
て
い
る
（
一
八
九
～
一
九
〇
頁
）
。
そ
れ
ら
を

王
位
継
承
や
ス
サ
ノ
オ
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
な
ど
の
行
動
や
そ
れ
に
伴
う

諸
記
述
に
従
っ
て
、
休
戦
・
和
平
・
領
土
割
譲
な
ど
の
方
法
を
探
り
だ

し
、
第
一
部
と
関
連
さ
せ
て
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
続
く
第
三
部
の
領
土
祖
型
篇
は
、
第
一
部
お
よ
び
第
二
部
を
通
し
て

著
者
が
論
証
し
た
諸
原
則
を
、
現
在
の
日
本
に
当
て
は
め
て
検
討
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
無
文
字
時
代
と
現
代
で
は
行
政
区
域
や
統
治
組
織

な
ど
も
異
な
り
、
地
形
も
変
化
し
て
い
る
が
、
現
在
の
日
本
の
領
域
の

範
囲
内
で
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
視
点
で
、
現
在
も
残
る
諸
地

名
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
著
者
が
山
口
県
出
身
の
た
め
か
、

本
篇
の
中
心
は
長
門
の
国
お
よ
び
九
州
地
域
と
な
っ
て
い
る
点
に
、
不

十
分
さ
が
残
る
。
し
か
し
そ
れ
も
一
つ
の
サ
ン
プ
ル
と
考
え
れ
ば
、
納

得
で
き
る
範
囲
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
の
続
編
で
あ
る
「
古
代
日
本
の
領
土
の
起
原
」
は
、
本
書
の
も

と
と
な
っ
た
学
位
論
文
に
加
筆
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
第
一
部
か
ら
第

三
部
ま
で
の
長
大
な
記
述
を
読
む
時
問
が
な
い
場
合
は
、
続
編
の
第
一

章
「
日
本
列
島
に
お
け
る
国
家
領
域
の
分
合
と
得
喪
」
か
ら
読
み
始
め

て
、
続
編
を
読
み
終
わ
っ
た
後
に
興
味
の
あ
る
篇
に
戻
る
の
も
、
本
書
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で
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
続
編
第
一
章
は
、
本
書
の
要
約
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
こ
の
よ
う
な
視
点
と
方
法
に
よ
っ
て
膨
大
な
資
料
と
文
献
を
用
い

て
試
行
さ
れ
た
当
該
研
究
を
、
著
者
は
「
法
地
誌
学
」
と
名
付
け
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
分
野
を
発
展
さ
せ
る
に
は
、
著
者
と
同
じ
よ
う
に

文
学
部
と
法
学
部
の
双
方
の
素
養
を
必
要
と
す
る
ゆ
え
に
、
残
念
な
が

ら
現
段
階
で
は
「
法
地
誌
学
」
の
後
継
者
は
育
っ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。

　
紙
幅
の
関
係
で
こ
れ
以
上
の
詳
細
な
内
容
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
研
究
に
対
し
て
は
、
賛
否
両
論
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。
特
に
法
学
研
究
と
は
認
め
た
が
ら
な
い
も
の
も
い
る
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
古
文
書
を
解
読
で
き
な
い
法
学
部
出
身
者
の
弱
点

を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ど
ち
ら
に
し
て
も
学
術
的
な
意
味
で
非
常
に
独
創
性
を
有
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
あ
ま
ね
く
一
致
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
紹
介
者
も
、
前
任

校
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
本
書
に
基
づ
い
て
前
任
校
の
所
在
地
が
古
代
で
は

ど
の
よ
う
な
位
置
付
で
あ
っ
た
か
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
当
該
地
域
は
富
士
山
か
ら
延
び
る
中
立
地
帯
の
中
に
あ
り
、

二
つ
の
巨
大
勢
力
に
挟
ま
れ
て
い
た
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

現
代
の
国
際
法
お
よ
び
国
際
関
係
論
に
お
い
て
も
、
中
立
地
帯
の
存
在

は
二
つ
以
上
の
対
立
す
る
勢
力
の
存
在
を
問
接
的
に
表
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
は
著
者
の
い
う
出
雲
朝
廷
と
大
和
朝
廷
と
の
関
係
で
は
な

い
か
と
議
論
に
な
っ
た
思
い
出
が
あ
る
。
ま
た
著
者
の
見
解
を
拡
大
す

れ
ば
、
古
代
東
ア
ジ
ア
は
、
例
え
ば
朝
鮮
半
島
南
部
と
九
州
（
島
）
と

が
一
つ
の
勢
力
圏
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
、
現
在
の
国
家
分

布
と
は
全
く
異
な
る
国
際
関
係
が
推
測
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
著
者
の
有
す
る
広
範
な
素
養
か
ら
導
き
出

さ
れ
た
独
創
性
の
あ
る
研
究
で
あ
り
、
古
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
法
・
国

際
関
係
論
に
と
っ
て
も
、
ま
た
記
紀
解
読
に
と
っ
て
も
一
石
を
投
じ
得

る
貴
重
な
研
究
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
読
者
諸

氏
に
一
読
を
勧
め
る
理
由
が
あ
る
。

　
最
後
に
紹
介
者
の
気
付
か
な
い
誤
読
に
つ
い
て
は
率
直
に
著
者
の
ご

海
容
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

※
新
有
堂
は
現
在
、

　
な
っ
て
い
る
。

ー
さ
い
と
う
　
ひ
ろ
し
・
法
学
部
教
授
1

社
名
変
更
し
て
虹
有
社
（
こ
う
ゆ
う
し
ゃ
）

と

260


